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開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（市木一郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成２８年第４回野洲市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち諸般の報告を行います。出席議員は１９人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本臨時会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名はお手元の文書のとおり

であります。 

 また、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき専決処分報告書が市長から提出され、

お手元に配付しておきましたので、ご確認願います。 

 次に、議会運営委員会委員の辞任並びに選任及び常任委員会並びに特別委員会委員の選

任について、所属会派の議員の異動に伴い、委員会条例第１３条第２項の規定により、議

会運営委員会委員、河野司委員及び丸山敬二委員の辞任を本職が許可いたしました。 

 また、委員会条例第８条第１項の規定により、会派解散と新たな会派結成に伴い、議会

運営委員会委員として岩井智惠子議員と山本剛議員を本職が指名しましたので、報告しま

す。 

 次に、委員会条例第８条第１項の規定により、総務常任委員会委員、予算常任委員会委

員、都市基盤整備特別委員会及び（仮称）野洲市民病院整備事業特別委員会の各委員に荒

川泰宏議員を本職が指名しましたので、報告します。 

 （日程第１） 

○議長（市木一郎君） 日程第１、議席の一部変更及び指定を行います。 

 所属会派の異動に伴い、お手元に配付した議席表のとおり、会議規則第４条第３項の規

定に基づき、議席の一部変更をします。 

 また、補欠選挙におきまして、当選されました荒川泰宏議員の議席は第３番に会議規則

第４条第２項の規定に基づき、議席を指定いたします。 

 変更及び指定いたしました議席に移動するため、暫時休憩いたします。 

            （午前９時０２分 休憩） 
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            （午前９時０３分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 （日程第２） 

○議長（市木一郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第１８番、河野司議員、第１９

番、立入三千男議員を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（市木一郎君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

 （日程第４） 

○議長（市木一郎君） 日程第４、議第８０号から議第８４号まで（専決処分につき承認

を求めることについて（野洲市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例））他４件を一括議題といたします。 

○議長（市木一郎君） 暫時休憩いたします。 

            （午前９時０４分 休憩） 

            （午前９時０７分 再開） 

○議長（市木一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 事務局長が議案を朗読いたします。 

○事務局長（立入孝次君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 朗読をさせていただきます。 

 議第８０号専決処分につき承認を求めることについて（野洲市一般廃棄物処理施設条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例）、議第８１号平成２８年度野洲市一般会計

補正予算（第３号）、議第８２号野洲市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求める

ことについて他人事案件２件。 

 以上でございます。 

○議長（市木一郎君） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま
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す。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成２８年第４回野洲市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆

様には全員ご出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

 野洲市長として私の３期目の初めての市議会本会議の場をおかりいたしまして、これか

らの野洲市のまちづくりを進めるにあたっての私の考え方を簡潔に述べさせていただきま

す。 

 まずは、透明、公平、公正で力強いまちづくりを進めてまいります。公平、公正で人権

を守るまちづくりはもちろん、透明性の確保においては、これまでにも増して、事実や情

報の公開、開示にとどまらず、その背景や仕組みをも含めて市民の皆さんと共に共有化を

図ることにより、市民の主体的なまちづくりへの参画を促すと共に建設的で力強いまちづ

くりを進めてまいります。 

 次に、当事者とその課題解決を優先した政策づくりと公共サービスの提供を進めてまい

ります。役所の論理、組織の論理を排して、中長期的な視野を示しつつ、直面する市民、

地域の課題の解決にスピード感を持って当たってまいります。 

 ３つ目といたしましては、行財政の進め方として、いわゆる仕分け方ではなく、優先課

題に重点的に取り組むことに市民の合意形成を図り、比較的優先度の低い施策、事業を廃

止していくという進め方を強化してまいります。 

 具体的な主な取り組みを申し上げますと、子どもの学力、体力、人間力が伸びる教育を

進めること、児童、高齢者などへの虐待の防止と解消、潤いとにぎわいのある野洲駅周辺

の整備、まちの均衡ある発展を目指し、立地適正化計画に基づく計画的な市街化区域の拡

大、琵琶湖や地域資源を生かす観光、国道８号バイパス及び湖南幹線等の早期開通、高齢

者や障がい者が地域で暮らせるまちづくり、市民生活相談と生活困窮者支援の強化、新発

達支援センターによる総合的で継続的な支援、新市民病院の平成３２年度の開院、雨水幹

線等による浸水対策、市民を守る防災体制の充実強化などであります。 

 常々申し上げておりますとおり、まちづくりの役割は、伸びようとする市民や企業のさ

らなる成長、困難な状況にある市民への自立支援、秩序と安全を守ることです。市民の皆

さんと共に元気と安心を伸ばすまちづくりに取り組んでまいります。 

 後に、改めて議員の皆様及び市民の皆様の一層のご参画とご支援を賜りますようお願
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い申し上げまして、３期目にあたりましての私の所信表明といたします。 

 それでは、今議会に提案いたします議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本臨時会におきましては、議案としまして、専決処分につき承認を求めることが１件、

平成２８年度補正予算１件、人事案件３件の合計５件につきまして、ご審議をお願いする

ものでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、議第８０号専決処分につき承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、新野洲クリーンセンターの試運転期間をおおむね１カ月延長し

たことに伴い、野洲市一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例の施行日について、

「平成２８年１０月１日」を「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則

で定める日」に改めたものであります。 

 議第８１号平成２８年度野洲市一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出

予算の補正はなく、工業団地造成事業に係る債務負担行為を追加するものです。 

 補正の内容といたしましては、事業主体の国土交通省と市が一体となって進めている国

道８号野洲栗東バスパスにつきましては、この法線上に工場が存在していることから、移

転のための代替地が必要となってきます。このため、当該工場の希望する農地を市街化区

域に編入して、代替地確保を目的とした工場団地造成事業を実施しようとするものです。

事業については、滋賀県土地開発公社に業務委託を行い、平成３０年度までの３カ年をか

けて用地取得、造成工事を行うことから、その期間に必要な予算２１億円及びその借り入

れにかかる利子相当額の債務負担を措置するものであります。債務負担については、公社

への委託事業及び受託側の公社が事業実施のための金融機関からの借入金の償還金に対す

る債務保証を行うものです。 

 議第８２号野洲市教育委員会委員の任命につき議会に同意を求めることについて、ご説

明申し上げます。 

 現教育委員の髙田利江子さんの任期が本年１１月１７日をもって満了することに伴い、

今回、新たに教育委員として荒川眞知子さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 

 荒川さんは、昭和５０年４月から平成２４年度末までの長きにわたり、朽木西小学校教

諭を 初として、教職として勤務をされました。平成１３年度からは市内篠原小学校、中

主小学校、北野小学校、三上小学校において教頭として、さらに祇王小学校では校長とし

て学校経営に全力を挙げて取り組んでこられました。その間、平成１０年度から３年間、
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滋賀県教育委員会保健体育課に、平成２０年度には野洲市教育委員会事務局教育部次長と

して教育行政に携わっていただきました。 

 退職されてからは、滋賀県教育委員会いじめ問題相談員や野洲市ふれあい教育相談セン

ターの副所長としていじめ問題など、青少年教育に取り組んでこられました。 

 教育現場での経験が極めて豊富で、また教育行政の立場からの実績があり、温厚篤実か

つ人格高潔な方で、幅広く教育面に関して深い見識をお持ちですので、野洲市教育委員と

して任命することについて同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、委員の任期は平成２８年１１月１８日から平成３２年１１月１１日までの４年間

です。 

 議第８３号野洲市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて、ご説

明申し上げます。 

 現委員の立入幸基さんの任期が平成２８年１１月１７日をもっと満了することに伴い、

新たに中野和美さんを選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議

会の同意を求めるものです。 

 中野さんは、昭和４８年から大津市の職員として勤務され、大津市政策調整部管理監、

大津市男女共同参画センター所長等の職につかれ、活躍してこられました。これらの経験

から公平委員として能力を発揮していただけるものと思います。 

 なお、委員の任期は平成２８年１１月１８日から平成３２年１１月１７日までの４年間

です。 

 議第８４号野洲市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意の求めることに

ついて、ご説明申し上げます。 

 現委員３名の任期が平成２８年１１月１７日をもって満了となることから、井狩久和さ

ん、村井正純さん、三久保佳辰さんの３名を引き続き選任いたしたく、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

 井狩さんは３期９年間、村井さんと三久保さんは１期３年間、それぞれの見識を生かし

てご活躍いただいております。３名とも適任者であり、本委員会のために引き続きご活躍

いただけるものと確信をいたしております。 

 なお、委員の任期は平成２８年１１月１８日から平成３１年１１月１７日までの３年間

であります。よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、提案理由とさせていただきますので、ご審議の上、ご採決賜りますようお願いい
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たしまして、提案説明といたします。 

○議長（市木一郎君） これよりただいま議題となっております議第８０号から議第８４

号までの各議案について質疑を行います。ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 次に、ただいま議題となっております議第８０号から議第８４号までの各議案について

は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） ご異議なしと認めます。よって、議第８０号から第８４号までの

各議案については、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、議第８０号から議第８４号までの各議案について討論を行います。討論はござい

ませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（市木一郎君） 討論がないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより順次採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議第８０号専決処分につき承認を求めることについて（野洲市一般廃棄物処理施

設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）については、原案のとおり承認する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８０号は、原案のとおり承認されました。 

 次に、議第８１号平成２８年度野洲市一般会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議第８２号野洲市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて
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は、荒川眞知子さんの任命に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８２号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議第８３号野洲市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて

は、中野和美氏の選任に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８３号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議第８４号野洲市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求める

ことについては、まず井狩久和氏を選任とすることに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 次に、村井正純氏を選任とすることに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 次に、三久保佳辰氏を選任とすることに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（市木一郎君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第８４号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前 ９時２１分 休憩） 

            （午前１０時１０分 再開） 

○副議長（髙橋繁夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 市木一郎議員から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 



 －10－

            （「異議なし」の声あり） 

○副議長（髙橋繁夫君） ご異議なしと認めます。よって、議長の辞職についてを日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第１） 

○副議長（髙橋繁夫君） 追加日程第１、議長の辞職についてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、除斥対象となりますので、市木一郎議員の退場を

求めます。 

            （１２番 市木一郎君 退場） 

○副議長（髙橋繁夫君） それでは、事務局長が辞職願を朗読いたします。 

○事務局長（立入孝次君） 朗読いたします。 

 平成２８年１１月８日 

 野洲市議会副議長 髙橋繁夫様 

 野洲市議会議長  市木一郎 

 辞職願 

 このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

 以上でございます。 

○副議長（髙橋繁夫君） お諮りいたします。 

 市木一郎議員の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○副議長（髙橋繁夫君） ご異議なしと認めます。よって、市木一郎議員の議長の辞職を

許可することに決しました。 

 市木一郎議員の入場を許可します。 

            （１２番 市木一郎君 入場・着席） 

○副議長（髙橋繁夫君） 市木一郎議員に申し上げます。 

 先に提出されました議長の辞職願につきましては、ただいま議会の許可が得られました

ので、お伝えいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前１０時１３分 休憩） 

            （午前１０時２４分 再開） 

○副議長（髙橋繁夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 （追加日程第２） 

○副議長（髙橋繁夫君） 追加日程第２、これより議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            （議場閉鎖） 

○副議長（髙橋繁夫君） ただいまの出席議員数は１９人であります。 

 事務局から投票用紙を配付いたします。 

            （投票用紙配付） 

○副議長（髙橋繁夫君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○副議長（髙橋繁夫君） 配付漏れはないものと認めます。 

 投票箱を改めます。 

            （投票箱点検） 

○副議長（髙橋繁夫君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 投票につきましては、演壇に投票箱を設置しておりますので、演壇に向かって左側より

登壇して右回りで投票願います。 

 これより、投票に移ります。 

 事務局の点呼に応じて順次投票願います。 

            （職員点呼、投票） 

○副議長（髙橋繁夫君） 投票漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○副議長（髙橋繁夫君） 投票漏れはないものと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            （議場開鎖） 

○副議長（髙橋繁夫君） ただいまから開票を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に第１番、稲垣誠亮議員、第２番、北村
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五十鈴議員を指名いたします。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いします。 

            （開  票） 

○副議長（髙橋繁夫君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１９票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 １９票 

 無効投票  ０票 

 有効投票中 

  髙橋議員  ７票 

  坂口議員 １２票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、坂口議員が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました坂口議員が議場におられますので、会議規則第３３条第

２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 この際、議長に当選されました坂口議員より発言を求められておりますので、これを許

します。 

 坂口議員。 

○１７番（坂口哲哉君） 議長の就任にあたり、一言お礼の言葉を述べさせていただきま

す。 

 所信表明でも申し上げましたとおり、地方の議会の役割は地域の問題について住民にか

わって論議し、物事を決定することであり、執行機関を住民の立場から監視すると共に住

民サービスについて具体的な提案をすることであり、野洲市議会は改めてこの本旨に立ち

返り、積極的に、かつ建設的な議論、いわゆる熟議ができる関係づくりが重要になると認

識しております。公正中立をモットーに議会の議論の活性化に向けて、その関係づくりに

全力投球してまいりたいと考えております。 

 そのためには皆様方のご指導とご鞭撻並びにご協力をよろしくお願い申し上げまして、

就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（髙橋繁夫君） 新議長、交代をお願いいたします。 
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            （議長交代） 

○議長（坂口哲哉君） 暫時休憩いたします。 

            （午前１０時３７分 休憩） 

            （午前１０時３８分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 髙橋繁夫議員から副議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 副議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、副議長の辞職についてを日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第３） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第３、副議長の辞職についてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、除斥対象となりますので、髙橋繫夫議員の退場を

求めます。 

            （６番 髙橋繫夫君 退場） 

○議長（坂口哲哉君） それでは、事務局長が辞職願を朗読いたします。 

○事務局長（立入孝次君） 朗読をいたします。 

 平成２８年１１月８日 

 野洲市議会議長  坂口哲哉様 

 野洲市議会副議長 髙橋繫夫 

 辞職願 

 このたび一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。 

 以上でございます。 

○議長（坂口哲哉君） お諮りいたします。 

 髙橋繫夫議員の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、髙橋繫夫議員の副議長の辞職を

許可することに決しました。 



 －14－

 髙橋繫夫議員の入場を許可します。 

            （６番 髙橋繫夫君 入場・着席） 

○議長（坂口哲哉君） 髙橋繫夫議員に申し上げます。 

 先に提出されました副議長の辞職願につきましては、ただいま議会の許可が得られまし

たのでお伝えします。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前１０時４０分 休憩） 

            （午前１０時５２分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （追加日程第４） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第４、これより副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            （議場閉鎖） 

○議長（坂口哲哉君） ただいまの出席議員数は１９人であります。 

 事務局から投票用紙を配付いたします。 

            （投票用紙配付） 

○議長（坂口哲哉君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） 配付漏れはないものと認めます。 

 投票箱を改めます。 

            （投票箱点検） 

○議長（坂口哲哉君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 投票につきましては、先ほどと同様の手順で行います。 

 これより、投票に移ります。 

 事務局の点呼に応じて順次投票願います。 

            （職員点呼、投票） 
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○議長（坂口哲哉君） 投票漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） 投票漏れはないものと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            （議場開鎖） 

○議長（坂口哲哉君） ただいまから開票を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に第３番、荒川泰宏議員、第４番、丸山

敬二議員を指名いたします。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いします。 

            （開  票） 

○議長（坂口哲哉君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１９票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 １９票 

 無効投票  ０票 

 有効投票中 

  野並議員  ７票 

  矢野議員 １２票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、矢野議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました矢野議員が議場におられますので、会議規則第３３条

第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 この際、副議長に当選されました矢野議員より発言を求められておりますので、これを

許します。 

 第１５番、矢野議員。 

○１５番（矢野隆行君） 副議長就任にあたりまして、一言御礼申し上げます。 

 議員各位の皆様方の推挙によりまして、副議長の大任をいただきました。微力ではござ

いますけれども、議長を力いっぱい支えてまいりたいと決意しております。どうか皆様方
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の今後ともご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本当にありが

とうございました。 

○議長（坂口哲哉君） お諮りいたします。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを日程に追加し、議題といたし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、滋賀県後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙についてを日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 （追加日程第５） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第５、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に

ついてを議題といたします。 

 山仲市長の２期目の任期満了に伴い、議員の任期も満了となったことから、滋賀県後期

高齢者医療広域連合規約第８条第３項の規定に基づき選挙を行うものであります。 

 なお、選挙は同規約同条第１項「広域連合議員は、関係市町の議会の議員並びに長及び

副市長のうちから、各関係市町の議会において１人を選挙する」との規定に基づき行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指名推選に

より行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、本職において指名したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、本職において指名することに決

定いたしました。 

 これより指名いたします。滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員には山仲善彰市長を

指名いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま指名しました方を滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めるこ

とにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、山仲善彰市長が滋賀県後期高齢

者医療広域連合議会議員に当選されました。 

 ただいま滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました山仲善彰市長に対し

まして、会議規則第３３条第２項の規定により、本職において文書により当選の告知をい

たしておきます。 

 お諮りいたします。 

 野洲市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてを日程に追加し、議題といたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、野洲市選挙管理委員会委員及び

補充員の選挙についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第６） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第６、野洲市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指名推選に

より行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、本職において指名したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、本職において指名することに決

定いたしました。 
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 これより指名いたします。野洲市選挙管理委員会委員には、三浦恵美子氏、岩田千鶴子

氏、入江幸一氏、中小路廣一氏、以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました方を野洲市選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ご

ざいませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、三浦恵美子氏、岩田千鶴子氏、

入江幸一氏、中小路廣一氏、以上の方が野洲市選挙管理委員会委員に当選されました。 

 次に、野洲市選挙管理委員会委員補充員には、第１順位、吉田千秋氏、第２順位、野口

敏子氏、第３順位、大岡三夫氏、第４順位、島村平治氏、以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま指名しました方を野洲市選挙管理委員会委員補充員の当選人と定めることにご

異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました第１順位、

吉田千秋氏、第２順位、野口敏子氏、第３順位、大岡三夫氏、第４順位、島村平治氏の方

が指名順位のとおり野洲市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 

 ただいま野洲市選挙管理委員会委員及び補充員に当選されました方々に対しまして、会

議規則第３３条第２項の規定により、本職において文書により当選の告知をいたしておき

ます。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前１１時１０分 休憩） 

            （午前１１時５６分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 委員会条例第２条第３項には、予算常任委員会は議長を除く委員で構成すると規定され

ていますので、同委員会委員に欠員が生じました。 

 お諮りいたします。 

 予算常任委員会委員の選任についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 
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○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、予算常任委員会委員の選任につ

いてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第７） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第７、予算常任委員会委員の選任についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。 

 予算常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、第

１２番、市木一郎議員を本職から指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、予算常任委員会委員は第１２番、

市木一郎議員を選任することに決しました。 

 次に、議長を除く委員で構成する都市基盤整備特別委員会及び（仮称）野洲市民病院整

備事業特別委員会においても、私の議長就任により委員に欠員が生じました。 

 お諮りいたします。 

 特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、特別委員会委員の選任について

を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第８） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第８、特別委員会委員の選任についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 都市基盤整備特別委員会及び（仮称）野洲市民病院整備事業特別委員会委員の選任につ

きましては、委員会条例第８条第１項の規定により、第１２番、市木一郎議員を本職から

指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、特別委員会委員は第１２番、市

木一郎議員を選任することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 
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            （午前１１時５８分 休憩） 

            （午後 ２時０６分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に総務常任委員会、予算常任委員会が開催され、正副委員長の互選が行われまし

たので、本職より報告いたします。 

 まず、総務常任委員会の委員長に第４番、丸山敬二議員、副委員長に第１０番、中塚尚

憲議員、次に、予算常任委員会の委員長に第１２番、市木一郎議員、副委員長に第１６番、

梶山幾世議員、また総務常任委員会選出の議会改革推進特別委員会委員に第３番、荒川泰

宏議員、以上のとおり互選されましたので、報告いたします。 

 暫時休憩いたします。 

            （午後２時０７分 休憩） 

            （午後２時０７分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、私が議長となったことから、湖南広域行政組合議会議員が１人欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 湖南広域行政組合議会議員の補欠選挙についてを日程に追加し、議題といたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） ご異議なしと認めます。よって、湖南広域行政組合議会議員の補

欠選挙についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 （追加日程第９） 

○議長（坂口哲哉君） 追加日程第９、湖南広域行政組合議会議員の補欠選挙を行います。 

 選挙は投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            （議場閉鎖） 

○議長（坂口哲哉君） ただいまの出席議員は１９人であります。 

 事務局から投票用紙を配付いたします。 

            （投票用紙配付） 

○議長（坂口哲哉君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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○議長（坂口哲哉君） 配付漏れはないものと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            （投票箱点検） 

○議長（坂口哲哉君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人１人の氏名を記入の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 投票につきましては、先ほどと同様の手順で行います。 

 ただいまから、投票を行います。 

            （職員点呼、投票） 

○議長（坂口哲哉君） 投票漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（坂口哲哉君） 投票漏れはないものと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            （議場開鎖） 

○議長（坂口哲哉君） ただいまから開票いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に第５番、岩井智惠子議員、第６番、髙

橋繫夫議員を指名いたします。 

 よって、両議員の立ち会いをお願いします。 

            （開  票） 

○議長（坂口哲哉君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１９票 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票 １９票 

 無効投票  ０票 

 有効投票中 

  市木一郎議員 １２票 

  荒川泰宏議員  ７票 
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 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は２票であります。よって、市木議員が当選されました。 

 ただいま湖南広域行政組合議会議員に当選されました市木一郎議員が議場におられます

ので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 暫時休憩します。 

            （午後２時１８分 休憩） 

            （午後３時００分 再開） 

○議長（坂口哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 これをもって、平成２８年第４回野洲市議会臨時会を閉会いたします。ご苦労さまでご

ざいました。（午後３時００分 閉会） 
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